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平 成 １８ 年 度 事 業 計 画 

 

．事業方針  

 

平成１４年の「知的財産立国」宣言（１月）及び「知的財産基本法」の制定

（１１月）を受けて、平成１５年３月に「知的財産戦略本部」が設置され、以

降、政府において様々な取り組みが実施されてきました。 

「知的財産戦略本部」が策定した平成１７年版の「知的財産推進計画２００

５」においては、特許審査迅速化目標として「審査順番待ち期間の目標を平成

２０年で２０ヶ月台、平成２５年には１１ヶ月」としています。そして、この

特許審査迅速化目標を達成するために、特許庁を中心に経済産業省挙げての総

合対策を実施するため、平成１７年１２月２２日に、経済産業大臣を本部長と

する「特許審査迅速化・効率化推進本部」が設置されました。 

同本部は、早速、本年１月１７日に「特許審査迅速化・効率化のための行動

計画」を発表し、中期目標に「先行技術調査の民間外注件数を、１７年度の約

１９万件（見込み）から２２年度には約２４万件へと、今後５年間で約２５％

の増加を図る。」としています。 

さらに、「先行技術調査の民間外注の規模拡大、効率化」のための具体的措置

として、以下の点を定めています。 

①登録調査機関の新規参入促進 

②既存登録調査機関における調査業務実施者（サーチャー）の増大 

③審査効率の向上に有効な「対話型」（検索報告）活用の拡大 

 

また、平成１６年１０月１日に施行された改正後の「工業所有権に関する手

続き等の特例に関する法律」の下で、平成１７年３月にテクノサーチ株式会社
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及び社団法人化学情報協会が登録調査機関として登録され、既に事業展開が行

われています。当財団にとって、いよいよ競争的環境の中で業務を行うことが

現実となってまいりました。 

他方、このような知的財産立国への取り組みに加え、平成１８年４月からは

公益法人への新会計基準が適用されることとなり、また、政府においては、公

益法人改革の一環として、公益法人制度を抜本的に見直す法案を現在開会中の

通常国会の審議に付す予定としています。 

 

このように環境が大きく変化する中で、当財団は、平成１５年３月に定めた

経営理念である「公正を重んずる精神」、「迅速的確なる業務遂行」、「自ら進歩

し変革する意思」、「知的財産立国への貢献」の下、引き続き公益法人として事

業を安定かつ円滑に進めてまいります。 

 即ち、当財団は、平成１５年度以降、取り巻く環境の変化に先んじて各年度

の経営目標を掲げると共に、財務の健全性増進と業務の効率化を進めるための

二つの三カ年計画を定め、各年度その確実な履行に努めてまいりました。結果

として、現段階では当初目標としていた経営指標の達成に一定の目処をつける

ことができたところですが、平成２０年度へ向けて新たな三カ年計画を策定し、

更に改善・改革に努めてまいります。 

 

当財団では、財団経営の今後を俯瞰し、進むべき方針を定めた「中長期指針」

を策定いたしました。そして平成１８年度は、この中長期指針に基づき、１７

年度の方向性との整合性も踏まえて、次の４つを経営目標として定め、事業を

遂行することといたします。 

・業務効率化のステップアップ 

・財務基盤の充実 
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・組織・人事制度の改革 

・ 能力と適性の発揮 

 

．事業概要  

 

１．「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に基づく調査事業を行い

ます。 

（１） 特許出願等に係わる先行技術調査を約１８.３万件（約１８.２万件：

平成１７年度、以下同様）について行います。うち、約１４.４万件（約

１４.３万件）は、検索結果を審査官に対面して報告する対話型検索報

告を実施します。 

（２） 全特許出願を対象とする国際特許分類（ＩＰＣ）・Ｆタームの一元付

与を約４０．０万件（約４０．０万件）について行います。 

また、出願公開前の新実用新案登録出願及び合金の技術分野の特許

出願を対象とする検索用のターム（Ｆターム等）付与を約１.３万件

（約１.１万件）について行います。 

  （３） 公開前特許出願の中からＤＮＡ配列コードを作成すべき案件を特定し、

その案件についてＤＮＡ配列コードデータの編集及び加工を約６千件

（約６千件）について行います。 

 

２．工業所有権情報の分類及び分類付与に関する技術の調査、研究及び開発に

関する事業を行います。 

（１）  特許公報の検索用Ｆタームに関して、そのタームリストの研究開発

を７テーマ（１２テーマ）について、またＦターム解説の作成を８８

テーマ（３４テーマ）について行います。 
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（２）  一元付与の際に用いられている自動大分けシステムについて、テー

マレベル（ＩＰＣのサブグループレベル）での精度向上を目指した研

究を引き続き行います。 

（３）  一元付与業務の従来システムを、試行を踏まえた上で一元付与業務

オンライン化システムに統合し、新システムによる一元付与業務を開

始する予定です。 

 

３．工業所有権情報の分類及び分類付与に関する技術の調査、研究及び開発に

関する援助事業を行います。 

（１）  開発されたＦタームの特許公報への再付与を約２１.０万件（約２

３.０万件）について行います。 

（２）  公開技報へのＩＰＣ付与を約７千件（約８千件）について行います。 

 

．重点的取組事項  

 

１．業務効率化のステップアップ 

（１）平成１８～２０年度の三カ年計画として「第二次業務効率化計画」を新

たに策定し、より一層の業務効率化を目指します。 

（２）特に、調査業務関連システムについて知的作業支援機能の強化を図ると

ともに、一元付与業務オンライン化に向けてシステムの改善を図り、従来

システムと統合し、新システムでの運用を目指します。 

（３）また、事務部門においては、平成１８年度から経営統合管理システム（Ｅ

ＲＰ）を導入し、効率的な財団運営を目指すとともに、公益法人の新会計

基準にも対応します。 
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２．財務基盤の充実 

（１）平成１８～２０年度の三カ年計画として「第二次財務中期計画」を新た

に策定します。 

（２）また、競合先のキャッチアップ等の外部環境を踏まえ、競争力を増強す

べく、財務面の一層の充実を図ります。 

 

３．組織・人事制度の改革 

（１）人事考課制度について、役員、部門長及び事務部門管理職に実施してい

た目標設定・人事考課制度を、平成１８年度は主席部員を除く全財団職員

に拡大実施し、財団全体の活性化を図ります。 

（２）改正高年齢者雇用安定法に対応するため「再雇用嘱託員規程」を新たに

制定するとともに、「特任主幹規程」の制定、「非常勤職員規程」を改正す

るなど、各種規程の見直しを行い、より個人の能力と適性に応じることが

できる体制を目指します。 

 

４．能力と適性の発揮 

（１）平成１７年度に試行を実施した主席部員の目標業務量選択制度を本格実

施に切り換え、業務習熟度や生活態様等の多様な対応能力に応じて各人の

能力をいかんなく発揮できるようにします。 

（２）職員の能力を高めてもらうため、自己啓発努力に対しての支援プログラ

ムを開始します。 

 

５．その他 

（１）主席部員の確保 

平成１８年度の事業を実施するために必要な主席部員数は約１，４０
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０名であり、平成１８年４月までに確保できる見込みです。平成１９年

度に向けた更なる主席部員の確保と年度途中での欠員の補充を含め、平

成１８年度において所要の追加採用を行います。 

（２）スペース対策 

財団が受注する特許出願等に係わる先行技術調査の件数は、平成１９

年度以降も増大することが予想されます。今後数年間の主席部員数の増

加に対応するため、更に必要なスペースの拡大・確保の準備を進めます。 


